
令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

農業集落排水事業、林業集落排水事業ともに以下である。

農業集落排水事業:法適
　8.8人/ha(令和７年３月３１日)
林業集落排水事業：法適
　6.3人/ha(令和７年３月３１日)

農業集落排水事業
７処理区(和食地区農業集落排水施設、仁宇地区農業集落排水施設、小仁宇地区農業集落排水施設、八幡原地区農業集落
排水施設、延野地区農業集落排水施設、西納野・下原地区農業集落排水施設、川切地区農業集落排水施設)

林業集落排水事業
１処理区(大久保・川口地区林業集落排水施設)

農業集落排水事業：接続なし

林業集落排水事業：接続なし

処 理 区 数

農業集落排水事業
７処理区(和食地区、仁宇地区、小仁宇地区、八幡原地区、延野地区、西納野・下原地区、川切地区)

林業集落排水事業
１処理区(大久保・川口地区)

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

農業集落排水事業：最適整備構想は策定済みであり、維持管理適正化計画については一部策定済みとなっている。

林業集落排水事業：特になし

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

農業集落排水事業：法適(一部適用)

林業集落排水事業：法適(一部適用)

那賀町集落排水事業経営戦略

農業集落排水事業
　平成元年度(供用開始後３６年)

林業集落排水事業
　平成15年度(供用開始後２１年)

　　那賀町

農業集落排水事業、林業集落排水事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

～計 画 期 間 ：

1人　し尿雑排水　1,000円
雑排水のみ　500円
2人　し尿雑排水　2,000円
雑排水のみ　1,000円
3人　し尿雑排水　3,000円
雑排水のみ　1,250円
4人以上　し尿雑排水　3,500円
雑排水のみ　1,500円

人
員
割

(

月
額

)

1人

2人

3人

4人
以上

　　基本料金　月額　500円



3,780 円 2,713 円

3,780 円 2,560 円

3,780 円 2,436 円

3,780 円 4,100 円

3,780 円 3,982 円

3,780 円 3,325 円

③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載
（ 林 業 集 落 排 水 事 業 ）

令和４年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度

令和５年度 令和５年度

令和６年度 令和６年度

職 員 数

農業集落排水事業及び林業集落排水事業は那賀町役場の環境課で運営を行っている。
相生支所１名、木頭支所１名、本庁１名（専属）の計３名で管理を行っているが、管理範囲が広いため、施設管理については民
間業者へ委託している。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載
（ 農 業 集 落 排 水 事 業 ）

令和４年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度

令和５年度 令和５年度

令和６年度 令和６年度

農業集落排水事業：該当はありません。

林業集落排水事業：該当はありません。

農業集落排水事業：該当はありません。

林業集落排水事業：該当はありません。

 イ　指定管理者制度

農業集落排水事業：施設管理や水質検査を委託している。

林業集落排水事業：施設管理や水質検査を委託している。

民 間 活 用 の 状 況

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　
　　農業集落排水事業、林業集落排水事業ともに以下である。

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

農業集落排水事業、林業集落排水事業ともに以下である。

集落集会所等は月額１，０００円

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

農業集落排水事業：該当はありません。

林業集落排水事業：該当はありません。

農業集落排水事業：該当はありません。

林業集落排水事業：該当はありません。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

令和６年４月１日より法適化に伴い農業集落排水事業と林業集落排水事業を那賀町集落排水事業会計で管理している。事業
運営は那賀町環境課で行っている。

事 業 運 営 組 織

1人～10人　5,000円

11人～20人　8,000円

21人～40人　12,000円

41人～60人　20,000円

61人～100人　30,000円

101人以上　40,000円

事
業
所
等

　　基本料金　月額　500円

事
業
所
割

(

月
額

)



（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

処理区域内人口の予測

農業集落排水事業
　本事業の処理区内人口は、令和２年度は２，８０６人でしたが、令和６年度末は２，５７４人となり、減少している。今後は、那賀町全域の人
口減少に伴い、処理区域内人口も減少していく。推計した結果、令和１７年度の処理区域内人口は２，１１０人と予測している。

林業集落排水事業
　本事業の処理区内人口は、令和２年度は７７人でしたが、令和６年度末は６９人となり、減少している。今後は、那賀町全域の人口減少に
伴い、処理区域内人口も減少していく。推計した結果、令和１７年度の処理区域内人口は５７人と予測している。

経営比較分析表から分かる課題と対策

　農業集落排水事業
　・課題：人口減少に伴う料金収入の減少、施設の老朽化に伴う機器の大規模更新
　・対策：接続率向上による料金収入確保、計画的な施設更新による費用縮減

　林業集落排水事業
　・課題：人口減少に伴う料金収入の減少、施設の老朽化に伴う機器の大規模更新
　・対策：接続率向上による料金収入確保、計画的な施設更新による費用縮減
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（２） 有収水量の予測

農業集落排水事業
　本事業の年間有収水量は、令和２年度は３６９，６０７㎥でしたが、令和６年度末は３４７，８４３㎥となり、減少している。今後は、処理区域
内人口の減少に伴い、加入促進等の努力を行っていくが、有収水量は減少していくことが予測される。

林業集落排水事業
　本事業の年間有収水量は、令和２年度は８，２０６㎥でしたが、令和６年度末は８，４３８㎥となり、増加している。今後は、処理区域内人口
の減少に伴い、加入促進等の努力を行っていくが、有収水量は減少していくことが予測される。
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（３）

（４）

（５）

使用料収入の見通し

農業集落排水事業
本事業の年間使用料収入は、令和２年度は４３，７９６千円でしたが、令和６年度末は４２，３７４千円となり、減少している。今後も、減少し
ていくことが予測される。

林業集落排水事業
本事業の年間使用料収入は、令和２年度は１，４２２千円でしたが、令和６年度末は１，４０３千円となり、減少している。今後も、減少してい
くことが予測される。

施設の見通し

農業集落排水事業
　平成元年度の和食地区処理施設から平成２４年度の仁宇地区処理施設の第２施設までの間に７施設建設した。これらの施設の一部が
浸水対策の影響により河川区域内に存在しており、移転に伴う処理施設の統廃合や、機器の老朽化に伴う大規模な更新が必要になる。管
路についても老朽化しており、改修・補強による対策が必要な状況になる。

林業集落排水事業
　平成１５年度の大久保・川口地区処理施設の建設から１５年以上経過しており、施設の機器の更新が必要な時期になる。管路について
は、更新はないが、小規模な修繕が発生する。

組織の見通し

維持管理業務の全てを民間事業者へ委託している。計画期間においても引き続き民間委託を基本方針とし、委託業者への適切な監督・管
理のもと、安定的なサービスの提供を継続する。それに対応するために、組織及び人員の検討が必要になる。
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

・使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
　現在の使用料水準では、維持管理費及び資本費の全額を賄うことが困難な状況である。一般会計からの繰入金に依存している状況を踏まえ、経営の健全化を
図るため、使用料の見直しを検討する。
・補助金収入に関する事項
　処理場設備の更新費の50％を補助金で賄います。
・企業債収入に関する事項
　処理場設備の更新費の47.5％を企業債で賄います。（償還期間12年、据置期間3年、利率1.4％）
・一般会計繰入金に関する事項
　処理場設備の更新費の2.5％を一般会計繰入金で賄います。
　企業債の元利償還金の返済額を一般会計繰入金で賄います。
　使用料等の収入で維持管理費を賄えない場合は、一般会計からの繰入金により必要な財源を確保します。

農業集落排水事業
①投資の目標に関する事項・・・面整備は完了しているため、新規投資はなく維持管理費用への投資を行います。
②管渠、処理場等の建設・更新に関する事項・・・最適整備構想の内容に沿って、計画的かつ効率的に整備を実施する。

③広域化・共同化・最適化に関する事項・・・最適整備構想に基づき、処理施設の規模の適正化を図るとともに、効率的な維持管理体制への見直しを行います。
④投資の平準化に関する事項・・・最適整備構想に基づき、優先順位を把握したうえで、工事費の平準化、長寿命化の改修計画を策定し実施します。

林業集落排水事業
①投資の目標に関する事項・・・面整備は完了しているため、新規投資ではなく維持管理費用への投資を行います。
②管渠、処理場等の建設・更新に関する事項・・・法定耐用年数を経過している処理場設備を更新します。

③広域化・共同化・最適化に関する事項・・・最適整備構想未策定のため、広域化、共同化は見込まず、維持管理及び修繕を行います。
④投資の平準化に関する事項・・・施設の状況を把握したうえで優先順位を整理し、工事費の平準化を図りながら、長寿命化に向けた改修を計画的に実施します。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

目 標
補助金や企業債等の財源を活用するとともに、将来の経常費用の動向を踏まえた適切な使用料水準の検
討を行い、経営の健全化を図ります。経常収支比率については、可能な限り100％に近づけることを目標とし
ます。

目 標

農業集落排水事業

方針１　農業集落排水施設の適正な維持管理
①施設更新費の削減・・・ 策定済みの最適整備構想に基づき、農業集落排水処理施設のストックマネジメントを実践するとともに、修繕・改築計画の平準化等を計
画的に推進し、財政負担の低減を図り、持続可能なサービスを提供する。

方針２　農業集落排水事業の経営の安定化
①接続率向上・・・少子高齢化や人口減少等の厳しい社会情勢のなかで、主たる財源である使用料収入の確保のために、農業集落排水への加入促進に努める。

林業集落排水事業

方針１　林業集落排水施設の適正な維持管理
①施設更新費の削減・・・ 林業集落排水処理施設の修繕・改築計画の平準化等を計画的に推進し、財政負担の低減を図り、持続可能なサービスを提供する。

方針２　林業集落排水事業の経営の安定化
①接続率向上・・・少子高齢化や人口減少等の厳しい社会情勢のなかで、主たる財源である使用料収入の確保のために、林業集落排水への加入促進に努める。

農業集落排水事業については、策定済みの最適整備構想に基づき、ストックマネジメントを推進する。林業集落排水事業につ
いては、最適整備構想が未策定であることから、大規模投資を抑制しつつ、計画的な更新及び投資の平準化を図ります。

単位：千円
年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

事業費 29,098 7,149 28,279 23,134 181,023 49,044 340,205 60,083 87,894 198,822

単位：千円
年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

事業費 9,435 9,435 9,435 9,435 9,435 9,435 9,435 9,435 9,435 9,435



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

 （収支ギャップの解消に向けた取組の方向性）
投資・財政計画（収支計画）においては、農業集落排水事業及び林業集落排水事業ともに計画期間を通じて純損失が継続する見通しであ
り、令和１７年度末の累積欠損金は386,823千円に達することが見込まれる。
　収支ギャップの主な要因は、処理区域内人口の減少に伴う使用料収入の漸減（令和８年度42,245千円→令和１７年度35,889千円）と、老
朽施設の更新に伴う減価償却費の増大（令和８年度103,272千円→令和１７年度116,289千円）にある。
　また、令和８年度から令和１２年度の５年間を計算期間とした原価計算表による使用料対象経費回収率は57.6％にとどまっており、使用
料で賄うべき経費（使用料対象経費70,865千円）のうち約42％が未回収の状態にある。現行の使用料は平成以来据え置かれており、使用
料水準の適正化が急務となっている。
　こうした収支ギャップの解消に向け、以下の方向性で取り組む。
【取組の方向性】
①　使用料改定の検討
受益と負担の公平性及び将来世代への負担の平準化の観点から、住民生活への影響を十分考慮しつつ、適正な使用料水準への見直し
を検討する。使用料対象経費回収率100％を目標水準として設定し、段階的な使用料水準の適正化を目指す。
②　施設の適正化・経費縮減
農業集落排水事業については策定済みの最適整備構想に基づくストックマネジメントを推進し、修繕・改築費用の平準化及び削減を図る。
林業集落排水事業については大規模投資を抑制しつつ、必要最低限の更新・修繕にとどめる。また、機器更新時に動力費削減効果のあ
る機種を積極的に導入する。
③　繰入金の適正化
一般会計との協議を継続し、基準外繰入に過度に依存しない経営体制への移行を目指す。
【検討体制・スケジュール】
時期内容令和８～９年度　経営状況の精査・料金算定作業の準備、料金算定・住民説明・意見聴取、 料金改定の要否判断・条例改正（必
要な場合）、改定後の効果検証・次期見直しへ反映

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容
等を記載すること。

・職員給与費に関する事項
　一般会計で対応しているためありません。
・動力費に関する事項
　令和２年度から令和６年度までの平均実績額を基礎として算出し、物価上昇率を考慮して計上しています。
・薬品費に関する事項
　令和２年度から令和６年度までの平均実績額を基礎として算出し、物価上昇率を考慮して計上しています。
・修繕費に関する事項
　令和２年度から令和６年度までの平均実績額を基礎として算出し、物価上昇率を考慮して計上しています。
・委託費に関する事項
　令和２年度から令和６年度までの平均実績額を基礎として算出し、物価上昇率を考慮して計上しています。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

その他の取組
農業集落排水事業及び林業集落排水事業
・特に該当する内容はありません。

農業集落排水事業及び林業集落排水事業
・特に該当する内容はありません。

農業集落排水事業及び林業集落排水事業
・未検討です。

農業集落排水事業及び林業集落排水事業
・使用料については、経営状況、維持管理費の動向及び物価上昇の影響等を踏まえ、適正な水準とな
るよう必要に応じて見直しを検討する。

その他の取組

農業集落排水事業及び林業集落排水事業
・可能な限りの民間活用を行っており、今後追加の活用は考えていない。

農業集落排水事業
・最適整備構想の策定内容に従って対応していく。
林業集落排水事業
・現時点で最適整備構想は未策定であり、当面策定の予定もない。そのため大規模投資は抑制し、必
要最低限の更新・修繕を行います。

農業集落排水事業
・最適整備構想の策定内容に従って対応していく。
林業集落排水事業
・現時点で最適整備構想は未策定であり、当面策定の予定もない。そのため大規模投資は抑制し、必
要最低限の更新・修繕を行います。

広域化・共同化・最適化に関する事項

使用料の見直しに関する事項

資産活用による収入増加
の取組について



③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　将来にわたって安定的に事業を継続していくため、ＰＤＣＡ（計画・実施・検証・見直し）サイクルの考えに基づき、
投資・財政計画の達成状況について毎年度進捗管理を実施し、計画と実績の乖離を検証するとともに必要な対策
を講じます。
　また、本計画について概ね５年ごとに総合的な検証を行い、さらなる現状分析や社会状況の変化などを考慮し、
本計画の適正化を図ります。
なお、次の改定時期は令和１３年３月を予定しています。

修繕費に関する事項 農業集落排水事業及び林業集落排水事業
・維持管理適正化計画については、一部策定済みであり、未策定部分については順次策定を進める。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

農業集落排水事業及び林業集落排水事業
・処理場及び管路の維持管理については今後も民間業者へ委託する。

農業集落排水事業及び林業集落排水事業
・処理水質に影響を与えない範囲でコスト削減に努めます。

農業集落排水事業及び林業集落排水事業
・施設内の機器更新時に動力費が削減できる機種を導入するように検討します。

農業集落排水事業及び林業集落排水事業
・職員給与費については、本事業のみに職員が従事しているわけではなく、一般会計で対応しておりま
すので職員給与費は発生しません。

職員給与費に関する事項

動力費に関する事項

薬品費に関する事項

委託費に関する事項 農業集落排水事業及び林業集落排水事業
・安心、安定した事業運営を維持できる範囲で、指名競争入札を行い、コスト削減に努めます。

その他の取組
農業集落排水事業及び林業集落排水事業
・特に該当する内容はありません。



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 43,776 42,655 42,245 41,521 40,832 40,109 39,420 38,714 38,008 37,301 36,578 35,889
(1) 43,776 42,655 42,245 41,521 40,832 40,109 39,420 38,714 38,008 37,301 36,578 35,889
(2) (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 130,930 133,470 109,315 109,899 109,921 110,426 110,161 109,744 109,290 112,855 113,977 115,815
(1) 68,547 72,790 46,062 46,062 46,062 46,062 46,062 46,062 46,062 46,062 46,062 46,062

45,634 50,244 45,634 45,634 45,634 45,634 45,634 45,634 45,634 45,634 45,634 45,634
22,913 22,546 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428

(2) 62,383 60,680 63,253 63,837 63,859 64,364 64,099 63,682 63,228 66,793 67,915 69,753
(3)

(C) 174,706 176,125 151,560 151,420 150,753 150,535 149,581 148,458 147,298 150,156 150,555 151,704
１． 194,372 207,364 176,028 177,141 177,349 178,362 177,962 177,360 176,608 183,407 185,545 189,045
(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 93,345 104,036 72,756 72,756 72,756 72,756 72,756 72,756 72,756 72,756 72,756 72,756
19,381 20,155 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620
16,460 8,623 17,948 17,948 17,948 17,948 17,948 17,948 17,948 17,948 17,948 17,948

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57,504 75,258 37,188 37,188 37,188 37,188 37,188 37,188 37,188 37,188 37,188 37,188

(3) 101,027 103,328 103,272 104,385 104,593 105,606 105,206 104,604 103,852 110,651 112,789 116,289
２． 6,957 11,657 6,754 6,328 5,809 5,475 5,143 5,904 5,937 7,957 8,063 8,337
(1) 4,568 5,357 4,293 3,867 3,348 3,014 2,682 3,443 3,476 5,496 5,602 5,876
(2) 2,389 6,300 2,461 2,461 2,461 2,461 2,461 2,461 2,461 2,461 2,461 2,461

(D) 201,329 219,021 182,782 183,469 183,158 183,837 183,105 183,264 182,545 191,364 193,608 197,382
(E) △ 26,623 △ 42,896 △ 31,222 △ 32,049 △ 32,405 △ 33,302 △ 33,524 △ 34,806 △ 35,247 △ 41,208 △ 43,053 △ 45,678
(F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G) 677 1,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(H) △ 677 △ 1,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

△ 27,300 △ 44,236 △ 31,222 △ 32,049 △ 32,405 △ 33,302 △ 33,524 △ 34,806 △ 35,247 △ 41,208 △ 43,053 △ 45,678
(I) 19,906 △ 24,330 △ 55,552 △ 87,601 △ 120,006 △ 153,308 △ 186,832 △ 221,637 △ 256,884 △ 298,092 △ 341,145 △ 386,823
(J) 75,691 41,523 50,277 58,700 66,956 74,820 82,330 88,373 93,676 96,251 97,996 98,781

41,994 4,500 4,457 4,381 4,308 4,232 4,159 4,085 4,011 3,936 3,860 3,787
(K) 93,489 72,051 53,377 52,251 54,471 54,093 66,861 45,173 88,679 50,101 64,459 76,645

42,750 42,751 38,191 40,060 39,397 39,721 30,944 27,265 31,040 30,687 41,250 38,299
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50,739 29,300 15,186 12,191 15,074 14,372 35,917 17,908 57,639 19,414 23,209 38,346
( I )

(A)-(B)

(L) 17,798 30,528 3,100 △ 6,449 △ 12,485 △ 20,727 △ 15,469 △ 43,200 △ 4,997 △ 46,150 △ 33,537 △ 22,136

(M) 43,776 42,655 42,245 41,521 40,832 40,109 39,420 38,714 38,008 37,301 36,578 35,889

(N)

(O)

(P)

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

本年度

営 業 収 益

令和９年度 令和１４年度 令和１５年度 令和１６年度 令和１７年度令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

材 料 費

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

営 業 費 用

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出

△ 1,077.845.5 △ 57.0 △ 131.5 △ 211.0 △ 293.9 △ 382.2 △ 474.0 △ 572.5 △ 675.9 △ 799.2 △ 932.7

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率 (（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 41,000 47,600 18,304 7,877 17,914 15,471 90,467 27,778 166,079 33,021 46,232 98,922

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 53,180 42,751 43,712 38,606 41,003 40,211 44,483 32,406 36,006 32,778 33,120 46,457

４． 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６． 5,250 48,225 19,266 8,292 18,857 16,284 95,229 29,239 174,820 34,759 48,664 104,128

７． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８． 3,600 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

９． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A) 103,030 138,580 81,282 54,775 77,774 71,966 230,179 89,423 376,905 100,558 128,016 249,507

(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(C) 103,030 138,580 81,282 54,775 77,774 71,966 230,179 89,423 376,905 100,558 128,016 249,507

１． 46,246 110,682 38,533 16,584 37,714 32,569 190,458 58,479 349,640 69,518 97,329 208,257

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 44,708 42,751 42,749 38,191 40,060 39,397 39,721 30,944 27,265 31,040 30,687 41,250

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 90,954 153,433 81,282 54,775 77,774 71,966 230,179 89,423 376,905 100,558 128,016 249,507

(E) △ 12,076 14,853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 14,853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(F) 0 14,853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

△ 12,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(H) 326,319 331,168 306,723 276,409 254,263 230,337 281,083 277,917 416,731 418,712 434,257 491,929

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

45,634 50,244 45,634 45,634 45,634 45,634 45,634 45,634 45,634 45,634 45,634 45,634

4,568 5,029 4,568 4,568 4,568 4,568 4,568 4,568 4,568 4,568 4,568 4,568

41,066 45,215 41,066 41,066 41,066 41,066 41,066 41,066 41,066 41,066 41,066 41,066

53,180 42,751 43,712 38,606 41,003 40,211 44,483 32,406 36,006 32,778 33,120 46,457

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53,180 42,751 43,712 38,606 41,003 40,211 44,483 32,406 36,006 32,778 33,120 46,457

98,814 92,995 89,346 84,240 86,637 85,845 90,117 78,040 81,640 78,412 78,754 92,091

令和１４年度 令和１５年度 令和１６年度

他 会 計 負 担 金

令和１７年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

本年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和１６年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

う ち 基 準 外 繰 入 金

令和１４年度 令和１５年度

資 本 的 収 支 分

令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度令和９年度本年度

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

令和１７年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金


	別添２－２　（下水道事業）
	別紙（法適・収益）
	別紙（法適・資本）

